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衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
旧
日
本
軍
の
防
空
壕
の
再
調
査
と
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

本
年
四
月
九
日
に
発
生
し
た
鹿
児
島
市
に
お
け
る
事
故
は
、
鹿
児
島
市
立
武
岡
中
学
校
の
二
年
生
男
子
生
徒
四
人
が
地
下

ご
う壕
内
で
の
た
き
火
に
よ
り
一
酸
化
炭
素
中
毒
に
か
か
り
死
亡
し
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
今
回
事
故
が
発
生
し
た

地
下
壕
（
以
下
「
本
件
地
下
壕
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
部
外
者
の
立
入
り
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
国

土
交
通
省
及
び
農
林
水
産
省
は
共
同
で
、
同
月
十
四
日
に
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
対
し
、
平
成
十
三
年
度
特
殊
地
下
壕

実
態
調
査
（
以
下
「
平
成
十
三
年
度
調
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
地
下
壕
に
つ
い
て
、
陥
没
、
落
盤
等
の

危
険
性
の
評
価
、
地
下
壕
へ
の
立
入
り
可
能
性
の
判
定
及
び
安
全
性
確
保
対
策
の
状
況
等
の
調
査
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、

立
入
り
が
可
能
で
あ
る
地
下
壕
に
つ
い
て
は
、
入
口
封
鎖
等
の
措
置
を
土
地
所
有
者
に
依
頼
す
る
等
の
対
応
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

鹿
児
島
市
か
ら
は
、
本
件
地
下
壕
に
つ
い
て
は
、
戦
時
中
に
旧
軍
が
築
造
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
と
聞
い
て

い
る
。

一



一
の
�
に
つ
い
て

鹿
児
島
市
か
ら
は
、
平
成
十
三
年
度
調
査
に
お
い
て
文
献
調
査
、
聞
き
取
り
調
査
等
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
築

造
後
長
期
間
経
過
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
す
べ
て
の
地
下
壕
の
存
在
の
把
握
は
困
難
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

二
の
�
及
び
四
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
度
調
査
に
お
け
る
都
道
府
県
別
の
地
下
壕
の
箇
所
数
及
び
そ
の
う
ち
平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま

で
に
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
及
び
特
殊
地
下
壕
対
策
災
害
関
連
事
業
（
以
下
「
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等
」
と
い
う
。
）
を

実
施
し
た
も
の
の
箇
所
数
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等
の
事
業
主
体
で
あ
る
地
方
公
共

団
体
か
ら
事
業
の
申
請
が
あ
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
事
業
採
択
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

現
存
す
る
地
下
壕
の
う
ち
、
戦
時
中
に
旧
軍
、
軍
需
工
場
、
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
公
共
団
体
の
指
示
を
受
け
た
町
内

会
が
築
造
し
た
防
空
壕
等
（
以
下
「
特
殊
地
下
壕
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
建
築
物
等
に
対
す
る
危
険
度
が
増
し
放
置
し
難

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
埋
戻
し
等
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業

等
を
平
成
十
九
年
度
ま
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
対
策
を
含
め
、
住
民
の
安
全
の
確
保

二



に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
で
連
携
し
て
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
及
び
農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
共
同
で
新
た
な
地
下
壕
の
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
十

三
年
度
調
査
の
時
点
で
は
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
地
下
壕
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
の
協
力
を
得
て
把
握
し
て
い
く
予
定
で

あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

二
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等
の
対
象
と
な
る
特
殊
地
下
壕
と
は
、
戦
時
中
に
旧
軍
、

軍
需
工
場
、
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
公
共
団
体
の
指
示
を
受
け
た
町
内
会
が
築
造
し
た
防
空
壕
等
を
指
す
。

三
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
度
調
査
に
お
い
て
は
、
地
下
壕
の
危
険
度
に
つ
い
て
、
上
部
の
建
物
等
に
対
す
る
危
険
度
で
あ
る
物
的
危
険

度
及
び
壕
内
の
人
身
に
対
す
る
危
険
度
で
あ
る
人
的
危
険
度
の
二
種
類
の
基
準
を
定
め
て
い
る
。

物
的
危
険
度
は
、
「
Ａ

現
に
壕
上
部
に
お
い
て
陥
没
、
沈
下
、
ひ
び
割
れ
、
壕
内
部
に
お
い
て
は
落
盤
等
が
あ
り
危
険

で
あ
る
。
」
、
「
Ｂ

壕
の
壁
面
に
ひ
び
割
れ
、
出
水
等
が
見
ら
れ
、
放
置
す
れ
ば
将
来
陥
没
、
落
盤
等
危
険
に
な
る
可
能

三



性
が
高
い
。
」
、
「
Ｃ

現
在
の
と
こ
ろ
特
別
な
異
常
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
同
様
な
地
質
の
壕
の
状
況
か
ら
将
来
陥
没
、

落
盤
等
危
険
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
」
及
び
「
Ｄ

異
常
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」
の
四
区
分
で
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、

人
的
危
険
度
は
、
「
Ａ

壕
上
部
の
建
物
等
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
物
的
危
険
度
Ａ
の
壕
に
人
が
入
る
こ
と
が
で
き

る
。
」
、
「
Ｂ

壕
上
部
の
建
物
等
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
物
的
危
険
度
Ｂ
の
壕
に
人
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
、

「
Ｃ

壕
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ほ
と
ん
ど
異
常
が
認
め
ら
れ
ず
安
全
で
あ
る
。
」
及
び
「
Ｄ

入
口
は
完
全
に
封

鎖
さ
れ
て
お
り
、
壕
内
に
入
れ
な
い
。
」
の
四
区
分
で
評
価
し
て
い
る
。

平
成
十
三
年
度
調
査
に
お
け
る
「
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
特
殊
地
下
壕
」
と
は
、
物
的
危
険
度
が
Ａ
、
Ｂ
若
し
く

は
Ｃ
又
は
人
的
危
険
度
が
Ａ
若
し
く
は
Ｂ
と
判
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
十
三
年
度
調
査
に
お
け
る
「
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
特
殊
地
下
壕
」
は
、
平
成
七
年
度
特
殊
地
下
壕

実
態
調
査
に
お
け
る
「
危
険
度
の
高
い
特
殊
地
下
壕
」
と
比
較
し
て
、
物
的
危
険
度
が
Ｃ
の
地
下
壕
に
つ
い
て
も
新
た
に
対

象
と
な
っ
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

地
下
壕
の
危
険
度
の
基
準
は
、
地
質
、
降
雨
量
、
都
市
化
の
状
況
等
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
で
き

四



る
よ
う
定
め
ら
れ
て
お
り
、
「
あ
ま
り
に
も
厳
格
す
ぎ
て
特
殊
地
下
壕
の
現
状
の
危
険
性
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と

の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

四
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
の
う
ち
都
市
地
域
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
省
が
、
当
該
事
業
の
う
ち
農
業
地
域
に
係

る
も
の
及
び
特
殊
地
下
壕
対
策
災
害
関
連
事
業
に
つ
い
て
は
農
林
水
産
省
が
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
て
い
る
。

特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等
の
う
ち
国
庫
補
助
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
陥
没
、
落
盤
等
に
よ
り
危
険
度
が
増
し
放

置
し
難
い
特
殊
地
下
壕
に
つ
い
て
防
災
上
の
見
地
か
ら
対
策
を
講
ず
る
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
実
情
を
把
握
し
て

い
る
地
方
公
共
団
体
を
事
業
主
体
と
し
て
お
り
、
補
助
率
は
、
二
分
の
一
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
事
業
に
係
る
地
方
負
担
の

額
の
八
割
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
特
別
交
付
税
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等
は
、
陥
没
、
落
盤
等
に
よ
り
危
険
度
が
増
し
放
置
し
難
い
特
殊
地
下
壕
が
対
象
で
あ
り
、
旧
軍

が
築
造
し
た
地
下
壕
の
ほ
か
、
軍
需
工
場
又
は
地
方
公
共
団
体
が
築
造
し
た
地
下
壕
に
つ
い
て
は
旧
軍
の
命
令
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
対
象
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
町
内
会
が
地
方
公
共
団
体
の
指
示
を
受
け
て
築
造
し
た
地
下
壕
に
つ
い
て
も
対
象
と

し
て
い
る
。

五



四
の
�
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
九
年
度
ま
で
は
、
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
地
下
壕
の
埋
戻
し
等
の
対
策
が
行
わ
れ
て
き
た
。

平
成
十
年
度
以
降
の
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等
の
予
算
額
は
、
平
成
十
年
度
が
約
九
千
八
百
万
円
、
平
成
十
一
年
度
が
約
二

億
九
百
万
円
、
平
成
十
二
年
度
が
約
一
億
八
百
万
円
、
平
成
十
三
年
度
が
約
一
億
六
千
八
百
万
円
、
平
成
十
四
年
度
が
約
一

億
九
千
七
百
万
円
、
平
成
十
五
年
度
が
約
二
億
七
千
四
百
万
円
、
平
成
十
六
年
度
が
約
二
億
七
千
六
百
万
円
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十
三
年
度
調
査
に
お
い
て
、
「
危
険
又
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る

特
殊
地
下
壕
」
と
さ
れ
た
七
百
七
十
七
か
所
の
う
ち
、
「
戦
時
中
に
旧
軍
、
軍
需
工
場
、
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
公
共
団

体
の
指
示
を
受
け
た
町
内
会
が
築
造
し
た
防
空
壕
等
」
で
あ
る
四
百
四
十
三
か
所
に
つ
い
て
は
、
特
殊
地
下
壕
対
策
事
業
等

の
採
択
要
件
を
満
た
し
て
い
る
。
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